
（案）新旧対照表 
 

※ 下線部分が改正箇所 

横浜市市街地環境設計制度 

旧 新 

第１編 総則                                                             
  

第２章 用語の定義 

この制度で用いる用語の意義は、次のとおりとする。 

 

１から 22 まで省略 

23 住居系地域    第１種及び第２種低層住居専用地域、第１種及び第

２種中高層住居専用地域、第１種及び第２種住居地

域及び準住居地域      

  

以下省略 

第２章 用語の定義 

この制度で用いる用語の意義は、次のとおりとする。 

 

１から 22 まで省略 

23 住居系地域    第１種及び第２種低層住居専用地域、第１種及び第

２種中高層住居専用地域、第１種及び第２種住居地

域、準住居地域及び田園住居地域 

以下省略 

第１編第３章運用基準 

(※１) 横浜市のまちづくりの方針等は、次に掲げるものとする。 

ア から オ まで省略 

カ 次に掲げる条例、要綱又は指針等 

(ア) 条例 

・横浜市開発事業の調整等に関する条例 

・横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関す

る条例 

・横浜市福祉のまちづくり条例 

・緑の環境をつくり育てる条例 

・横浜市環境影響評価条例 

・横浜市風致地区条例 

・横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例 

・横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例 

・横浜市生活環境の保全等に関する条例 

第１編第３章運用基準 

(※１) 横浜市のまちづくりの方針等は、次に掲げるものとする。 

ア から オ まで省略 

カ 次に掲げる条例、要綱又は指針等 

(ア) 条例 

・横浜市開発事業の調整等に関する条例 

・横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関す

る条例 

・横浜市福祉のまちづくり条例 

・緑の環境をつくり育てる条例 

・横浜市環境影響評価条例 

・横浜市風致地区条例 

・横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例 

・横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例 

・横浜市生活環境の保全等に関する条例 



                     

(イ) 要綱又は指針等 

・住宅市街地総合整備事業制度要綱 

・横浜市ワンルーム形式集合建築物に関する指導基準及び同施行細目 

・共同住宅等ゴミ置場事前協議要綱 

・マンション等集合住宅建設にかかる事前協議要領 

・横浜市受水槽施設事前指導に関する要綱 

・横浜市工業地域等共同住宅建築指導基準 

・高層建築物の計画に対する指導指針 

・横浜市における工業集積地域に所在する土地の取引に係る事前手続に関

する要綱 

・横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置の協力要請に

関する要綱及び要領 

・歴史を生かしたまちづくり要綱 

・横浜市土地利用総合調整会議要綱 

 

キ 省略 

以下省略 

・横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例 

(イ) 要綱又は指針等 

・住宅市街地総合整備事業制度要綱 

・                                

   

・共同住宅等ゴミ置場事前協議要綱 

・マンション等集合住宅建設にかかる事前協議要領 

・横浜市受水槽施設事前指導に関する要綱 

・横浜市工業地域等共同住宅建築指導基準 

・高層建築物の計画に対する指導指針 

・横浜市における工業集積地域に所在する土地の取引に係る事前手続に関

する要綱 

・横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置の協力要請に

関する要綱及び要領 

・歴史を生かしたまちづくり要綱 

・横浜市土地利用総合調整会議要綱 

 

キ 省略 

以下省略 

第４章 基本要件 

この制度の適用対象とする建築物は、市街化区域内に建築されるもので、次

に定める要件を満たすものとする。 

 

１ 省略 

 

２ 付帯施設の設置 

（１）駐車・駐輪施設 

ア 建築物の規模・用途に応じた駐車施設、荷さばきのための駐車施設、

自動二輪車駐車施設、駐輪施設の整備を行うこと。（※７）特に、店舗等

第４章 基本要件 

この制度の適用対象とする築物は、市街化区域内に建築されるもので、次に

定める要件を満たすものとする。 

 

１ 省略 

 

２ 付帯施設の設置 

（１）駐車・駐輪施設 

ア 建築物の規模・用途に応じた駐車施設、荷さばきのための駐車施設、

自動二輪車駐車施設、駐輪施設の整備を行うこと。（※７）特に、店舗等



の集客機能を有する施設は、十分な駐輪施設、自動二輪車駐車施設を整

備すること。 

イ、ウ 省略 

（２）、（３）省略 

（４）集会施設 

住宅等を含む計画については、住戸数に応じた規模の集会施設を設置す

ること。（※13） 

 

３ 省略 

 

第１編第４章運用基準 

(※１)から (※６) 省略 

(※７) 住宅等を含む計画については以下の施設を整備すること。 

   なお、各施設については横浜市駐車場条例に準じて適切に整

備すること。 

ア 省略 

イ 住戸又は住室の数に 1.5（一区画の専有面積が 30 ㎡以下のワン

ルーム住戸等は 1.0）を乗じた数値以上の台数を確保した駐輪施

設、及び適切な台数の自動二輪車駐車施設を設けること。ただし、

高齢者専用住宅等について市長が認めたものは、この限りでない。 

(※８)から (※12) 省略 

(※13) 住戸数が 50戸以上の場合は、入居者が利用しやすい位置に集会施

設を１以上設けること。また、集会施設の床面積の合計は、原則とし

て、住戸数に 0.5 ㎡を乗じた数値以上（住戸数が 100 戸未満の場合

は 50㎡以上）とすること。 

(※14) 及び (※15) 省略 
 

の集客機能を有する施設は、十分な駐輪施設、自動二輪車駐車施設を整

備すること。 

イ、ウ 省略 

（２）、（３）省略 

（４）削除  

                              

          

 

３ 省略 
 

第１編第４章運用基準 

(※１)から (※６) 省略 

(※７) 住宅等を含む計画については以下の施設を整備すること。 

   なお、各施設については横浜市駐車場条例に準じて適切に整

備すること。 

ア 省略 

イ  住戸数に応じて必要となる自転車駐車場設及び自動二輪車駐

車施設を敷地内に確保すること。 

 

 

(※８)から (※12) 省略 

 削除 

 

 

 

(※13) 及び (※14) 省略 

第２編 公開空地の基準                                                       

第２章 公開空地の種類とその条件 

公開空地は、次に掲げるもののうち、歩道の用に供するもの及び一般的公開

第２章 公開空地の種類とその条件 

公開空地は、次に掲げるもののうち、歩道の用に供するもの及び一般的公開



空地で、道路に沿って設けるものを基本とするが、周囲の状況、建築計画等に

よりその他のものも評価できるものとする。 

なお、みなとみらい２１中央地区における建築物については、原則として、

第４編第２章４の基準を適用する。 

 

１ 省略 

 

２ 通り抜け歩道の用に供する公開空地 

通り抜け歩道の用に供する公開空地は、鉄道駅・バス停、公園その他これ

らに類する公共施設等への歩行者のアクセスの利便を増進させることを目的

とし、その幅員を 2.0ｍ以上、4.0ｍ以下の範囲内で、見通しが良く動線上無

理がないものとし、次に掲げる基準に適合するよう設けるものとする。 

（１）及び（２）省略 

（３）両端には、様式５に定める公開空地の表示板を設置すること。 

 以下省略 

空地で、道路に沿って設けるものを基本とするが、周囲の状況、建築計画等に

よりその他のものも評価できるものとする。 

なお、みなとみらい２１中央地区における建築物については、原則として、

第４編第２章４の基準を適用する。 

 

１ 省略 

 

２ 通り抜け歩道の用に供する公開空地 

通り抜け歩道の用に供する公開空地は、鉄道駅・バス停、公園その他これ

らに類する公共施設等への歩行者のアクセスの利便を増進させることを目的

とし、その幅員を 2.0ｍ以上、4.0ｍ以下の範囲内で、見通しが良く動線上無

理がないものとし、次に掲げる基準に適合するよう設けるものとする。 

（１）及び（２）省略 

（３）両端には、       公開空地の表示板を設置すること。 

 以下省略 

第 4 章公開空地に準ずる空地等 

１及び２ 省略 

３ 公共的駐輪場等 

駅周辺等の放置駐輪が多く発生している地域（自転車等放置禁止区域等）

において、区役所等と協識の上、公共的駐輪場を適切に設けた場合、又は

横浜都心部エリア（関内・山下町地区を中心とした区域等）において、都

市整備局と協謙の上、コミュニティサイクル(※)のサイクルポート（自転

車の貸出・返却拠点）を適切に設けた場合は、当該施設の面租相当分を有

効公開空地面積に加えることができる。ただし、必要有効公聞空地面積率

の 2 分の 1 を限度とする。また、景観等に十分配慮した形態とすること。 

なお、当該施設は、原則として一般的青空公開空地に設けるものとし、屋

根がない形態とすること。 

 

第 4 章公開空地に準ずる空地等 

１及び２ 省略 

３ 公共用自転車駐車場等 

駅周辺等の放置駐輪が多く発生している地域（自転車等放置禁止区域等）

において、区役所等と協議の上、公共用自転車駐車場を適切に設けた場合、

又は横浜都心部エリア（関内・山下町地区を中心とした区域等）におい

て、都市整備局と協議の上、コミュニティサイクル（※）のサイクルポー

ト（自転車の貸出・返却拠点）を適切に設けた場合は、当該施設の面積相当

分を有効公開空地面積に加えることができる。ただし、必要有効公開空地面

積率の２分の１を限度とする。また、景観等に十分配慮した形態とすること。 

なお、当該施設は、原則として一般的青空公開空地に設けるものとし、屋

根がない形態とすること。 

 

第３編 地域ごとの緩和基準                                                           



第３編第２章運用基準 

(※４） ただし、自動車車庫、駐輪場その他これらに類する用途に供し、か   

  つ、軒の高さが 2.3ｍ以下である建築物は除く。 

第３編第２章運用基準 

(※４） ただし、自動車車庫、自転車駐車場その他これらに類する用途に供し、か

つ、軒の高さが 2.3ｍ以下である建築物は除く。 

第３編第４章運用基準 

(※４） ただし、自動車車庫、駐輪場その他これらに類する用途に供し、か 

  つ、軒の高さが 2.3ｍ以下である建築物は除く。 

第３編第４章運用基準 

(※４） ただし、自動車車庫、自転車駐車場その他これらに類する用途に供し、か

つ、軒の高さが 2.3ｍ以下である建築物は除く。 

第５編 特定施設による容積率の緩和基準                                               

第６章 地域の防災・環境の向上に寄与する施設を含む建築物  

周辺地域の防災や安全に寄与する防災施設、省資源に有効な雑用水再

利用施設及び地域冷暖房施設等の供給処理施設、交通環境の改善に寄与

する施設 （※１）を設けた建築物で、次の１の要件に該当するものにつ

いては、施設等の規模、建設の困難度及び地域環境への貢献度を考慮し、

２の基準により容積率を加算できるものとする。 

 

１ 要件 

対象施設は、原則として横浜市のまちづくりの方針等又は地域のま

ちづくりの方針等に位置づけられた第26表に示す施設（※２）で、将来

にわたり適切に管理、運営されると認められるものとする。 

 

 

第26表 対象施設一覧  

対象施設 施設例 

地域防災 に寄

与する施設 

雨水貯留施設、災害時の帰宅困難者

一時滞在施設（※３）                 

     

省 資 源 化 に 資

する施設 

雑用水再利用施設、地域冷暖房等の

供給施設 

交 通 環 境 改 善

に資する施設 

自転車等放置禁止区域内に設置する

公共的駐輪場 

第６章 地域の防災・環境の向上に寄与する施設を含む建築物  

周辺地域の防災や安全に寄与する防災施設、省資源に有効な雑用水再

利用施設及び地域冷暖房施設等の供給処理施設、交通環境の改善に寄与

する施設等（※１）を設けた建築物で、次の１の要件に該当するものにつ

いては、施設等の規模、建設の困難度及び地域環境への貢献度を考慮し、

２の基準により容積率を加算できるものとする。 

 

１ 要件 

対象施設は第26表に示す施設（※２）で、将来にわたり適切に管理、

運営されると認められるものとする。また、原則として横浜市のまちづ

くりの方針等又は地域のまちづくりの方針等に位置づけられた施設若

しくはよこはま防災力向上マンション認定制度（以下、「防災認定」という。）

において評価された施設とする。 

第26表 対象施設一覧  

対象施設 施設例 

地域防災等に寄

与する施設 

雨水貯留施設、災害時の帰宅困難者

一時滞在施設（※３）、防災認定に係

る防災倉庫（※４）、防災認定に係る

地域交流施設（※４） 

省資源化に資す

る施設 

雑用水再利用施設、地域冷暖房等の

供給施設 

交通環境改善に 自転車等放置禁止区域に接する敷地



 

 

２ 基準 

加算できる容積率は、専ら適用施設・設備の用途に供する部分の容積

率とし、0.1Vo（Vo：基準容積率）かつ40％を限度とする。ただし、２

以上の適用施設を加算する場合は、その合計で75％を限度とする。 

第５編第６章運用基準 

(※１) 駅周辺等の放置駐輪が多く発生している地域（自転車

等放置禁止区域等）において、    区役所等と協議の

上、公共的駐輪場等の施設を設けたものは、当該基準によ

り緩和を行う。 

(※２) 施設を設置するに当たっては、周辺からの利用を想定

した施設規模や対象人数等について十分に検討し、かつ

街並みに十分配慮したものを計画すること。 

(※３) 帰宅困難者一時滞在施設として関係部署と協議の上、

横浜市と協定を締結したものに限る。 

 

資する施設 での公共用自転車駐車場 

 

２ 基準 

加算できる容積率は、専ら適用施設・設備の用途に供する部分の容積

率とし、0.1Vo（Vo：基準容積率）かつ40％を限度とする。ただし、２

以上の適用施設を加算する場合は、その合計で75％を限度とする。 

第５編第６章運用基準 

(※１) 駅周辺等の放置駐輪が多く発生している地域（自転車

等放置禁止区域等）において、区役所等と協議の上、公共

用自転車駐車場等の施設を設けたものは、当該基準によ

り緩和を行う。 

(※２) 施設を設置するに当たっては、周辺からの利用を想定

した施設規模や対象人数等について十分に検討し、かつ

街並みに十分配慮したものを計画すること。 

(※３) 帰宅困難者一時滞在施設として関係部署と協議の上、

横浜市と協定を締結したものに限る。 

(※４) 防災認定においてハード＋認定を取得したものに限

る。 
 

第６編 その他の取扱い                                                       

３ 建築物は隣地境界線及び道路、水路、線路敷その他これらに類する空

地（ただし、 広場、公園は除く。）の中心線から５ｍ以上離すこと。た

だし、自動車車庫、駐輪場その他これらに類する用途に供し、かつ、軒の

高さが2.3ｍ以下であるものは除く。 

３ 建築物は隣地境界線及び道路、水路、線路敷その他これらに類する空

地（ただし、 広場、公園は除く。）の中心線から５ｍ以上離すこと。

ただし、自動車車庫、自転車駐車場その他これらに類する用途に供し、

かつ、軒の高さが2.3ｍ以下であるものは除く。 

第２章 マンションの建替えにおける容積率及び高さ許可の特例 

１ 適用対象 

建築後30年を経過したマンションを建て替える計画、又は要除却認

定マンションを建て替える計画の場合で、２の必要要件 を満たし、か

つ市長が特に良好な住宅ストックの形成に資すると認めたものに限

第２章 マンションの建替えにおける容積率及び高さ許可の特例 

１ 適用対象 

建築後30年を経過したマンションを建て替える計画、又は要除却認

定マンションを建て替える計画の場合（※）で、「２ 必要要件」を満

たし、かつ、市長が特に良好な住宅ストックの形成に資すると認めたも



り、容積率制限及び高度地区制限（絶対高さ制限）を、３の基準により

緩和することができる。 

※マンションの敷地に比べて著しく大きい隣地を取り込んだ建替え、マン

ションの敷地を細分化した建替え、マンションに該当しない建築物をマ

ンションに変更した上で行う建替え等に係る許可については、原則とし

て許可対象としない。 

※マンションの除却・建替えを促進する観点から許可を行うため、原則とし

て、要除却認定マンション等が現に存する時点で許可の事前協議がなさ

れているものであること。 

※要除却認定マンションを建て替える計画の場合については、許可時まで

にマンション建替法 第102条第１項の認定を受けること。 

  

２ 必要要件 

（１）敷地規模 

500 ㎡以上とする。ただし、第１種及び第２種低層住居専用地域にあっ

ては、1,000 ㎡以上とし、商業系地域において要除却認定マンションを建

て替える計画にあっては 300 ㎡以上とする。 

 

 

 

 

 

 

（２）空地率   

第 14 表の空地率を確保すること。ただし、要除却認定マンションを建て

替える計画の場合はこの限りでない。 

 

 

 

のに限り、容積率制限及び高度地区制限（絶対高さ制限）を、「３ 緩

和基準」により緩和することができる。 

ただし、緩和を受けようとするマンションの敷地に比べて著しく大

きい隣地を取り込んだ建替え、マンションの敷地を細分化した建替え

又はマンションに該当しない建築物をマンションに変更した上で行う

建替え等の場合については、原則として対象としない。 

なお、マンションの除却・建替えを促進する観点から許可を行うた

め、原則として、要除却認定マンション等が現に存する時点で許可の事

前協議がなされているものであること。 

※要除却認定マンションを建て替える計画の場合については、許可時まで

にマンション建替法第102条第２項の認定を受けること。 

  

２ 必要要件 

（１）敷地規模 

第 28 表の敷地規模を有すること。 

 第 28 表 必要敷地規模 

用途地域等 必要敷地規模 

第１種・第２種低層住居専用地域 1,000 ㎡以上 

その他の地

域 

 500 ㎡以上 

商業系地域（要除却認定マ

ンションを建て替える場

合のみ） 

300 ㎡以上 

 

（２）空地率   

第 29 表の空地率を確保すること。ただし、要除却認定マンションを建て

替える計画の場合はこの限りでない。 

第 29 表 必要空地率 

基準建蔽率（Co） 必要空地率 

55％ ＜Co≦ 100％ （100％－Co）＋20％以上 



 

 

（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

前面道路の幅員が６ｍ以上であり、かつ原則として敷地外周の７分の１

以上が１箇所で当該道路に接し、その接する部分に主要な出入口（複数あ

る場合はそのうち１以上）を設けること。 

（４）基本要件 

第１編第４章の基本要件を満たすこと。  

 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増・加算 

第 28 表により緩和する。ただし、法第３条第２項の規定により容積率制

限の適用を受けないマンション（以下、「容積率不適格マンションとい

う。」）を建て替える計画で、有効公開空地面積率が 50％以上確保されたも

のについては、建替え前の容積率を上限とすることができる。 

第28表 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率（V

o） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 緩和容積率の上限

Ａ＜20 20≦Ａ（※） 
割増容積率

の上限

600％≦Vo Ｖ＝3Ａ－10＋Ｂ Ｖ＝3.75Ａ－25＋Ｂ 230％

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝3Ａ－10＋Ｂ Ｖ＝3.75Ａ－25＋Ｂ 200％

 300％≦Vo＜400％ Ｖ＝1.5Ａ＋Ｂ Ｖ＝2.4Ａ－18＋Ｂ 150％

 150％≦Vo＜300％ Ｖ＝Ａ＋Ｂ Ｖ＝1.6Ａ－12＋Ｂ 100％

100％≦Vo＜150％ Ｖ＝Ａ＋Ｂ Ｖ＝1.6Ａ－12＋Ｂ 100％

         Vo＜100％ Ｖ＝Vo×Ａ/100＋Ｂ Ｖ＝Vo ×(1.6Ａ－12)/100+B Vo 

  Ａ：有効公開空地面積率  Ｂ：第５編特定施設設置による加算

容積率 

（※）容積率不適格マンションでＡ≧50の場合は建替え前の容積率まで緩和

50％ ＜Co≦  55％ 65％以上 

Co≦ 50％ （100％－Co）＋15％以上 

（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

前面道路の幅員が６ｍ以上であり、かつ原則として敷地外周の７分の１

以上が１箇所で当該道路に接し、その接する部分に主要な出入口（複数あ

る場合はそのうち１以上）を設けること。 

（４）基本要件 

第１編第４章の基本要件を満たすこと。  

 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増・加算 

第 30 表により緩和する。ただし、法第３条第２項の規定により容積率制

限の適用を受けないマンション（以下、「容積率不適格マンションとい

う。」）を建て替える計画で、有効公開空地面積率が 50％以上確保されたも

のについては、建替え前の容積率まで緩和することができる。 

第30表 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率（V

o） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 緩和容積率の上限

Ａ＜20 20≦Ａ 
割増容積率

の上限

600％≦Vo Ｖ＝3Ａ－10＋Ｂ Ｖ＝3.75Ａ－25＋Ｂ 230％

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝3Ａ－10＋Ｂ Ｖ＝3.75Ａ－25＋Ｂ 200％

 300％≦Vo＜400％ Ｖ＝1.5Ａ＋Ｂ Ｖ＝2.4Ａ－18＋Ｂ 150％

 150％≦Vo＜300％ Ｖ＝Ａ＋Ｂ Ｖ＝1.6Ａ－12＋Ｂ 100％

100％≦Vo＜150％ Ｖ＝Ａ＋Ｂ Ｖ＝1.6Ａ－12＋Ｂ 100％

         Vo＜100％ Ｖ＝Vo×Ａ/100＋Ｂ Ｖ＝Vo ×(1.6Ａ－12)/100+B Vo 

  Ａ：有効公開空地面積率  Ｂ：第５編特定施設設置による加算

容積率 

                           



することができる。 

 

（２）省略 

    

（３）容積率の割増・加算と高度地区（最高限）制限の緩和を同時に行う場合 

第３編各章３（３）の緩和基準により緩和する。ただし、法第３条第２

項の規定により容積率制限及び高度地区（最高限）制限の適用を受けない

マンションを建て替える計画で、有効公開空地面積率が 20％以上、かつ容

積率の割増に必要な有効公開空地面積率に５％を加えた数値以上確保さ

れたものについては、建替え前の容積率及び高さを上限に緩和することが

できる。 

 

       

 

（２）省略 

    

（３）容積率の割増・加算と高度地区（最高限）制限の緩和を同時に行う場合 

次の式により算定した数値以上の有効公開空地面積率を確保すること。 

 

 

 

 

ただし、法第３条第２項の規定により容積率制限及び高度地区（最高限）

制限の適用を受けないマンションを建て替える計画で、有効公開空地面積

率が 20％以上、かつ容積率の割増に必要な有効公開空地面積率に５％を加

えた数値以上確保されたものについては、建替え前の容積率及び高さを上

限に緩和することができる。 

 

第３章 環境に配慮した建築物における容積率許可の特例 

高度かつ総合的に環境に配慮した建築物として１の要件に該当するも

のは、２の基準より容積率制限を緩和することができる。 

１ 省略 

２ 緩和基準（容積率の割増の特例） 

容積率の割増について、第３編又は第４編の地域ごとに定める有効

公開空地面積率に応じた割増容積率の緩和式について、第29表による

緩和式に置き換えて適用することができる。ただし、割増容積率の上限

については、第３編又は第４編の規定による。 
 

第29表 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率（Vo） イ 緩和容積率（Ｖ） 

600％≦Vo Ｖ＝3.75Ａ－25＋Ｂ 

第３章 環境に配慮した建築物における容積率許可の特例 

高度かつ総合的に環境に配慮した建築物として１の要件に該当するも

のは、２の基準より容積率制限を緩和することができる。 

１ 省略 

２ 緩和基準（容積率の割増の特例） 

容積率の割増について、第３編又は第４編の地域ごとに定める有効

公開空地面積率に応じた割増容積率の緩和式について、第29表による

緩和式に置き換えて適用することができる。ただし、割増容積率の上限

については、第３編又は第４編の規定による。 
 

第31表 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率（Vo） イ 緩和容積率（Ｖ） 

600％≦Vo Ｖ＝3.75Ａ－25＋Ｂ 

容積率の割増と高さ制限の

緩和を同時に行う場合の 

必要有効公開空地面積率  

 容積率の割増に 

＝必要な有効公開 

空地面積率  

 高さ制限の緩和に 

＋必要な有効公開

空地面積率 

 

―１０％  



400％≦Vo＜600％ Ｖ＝3.75Ａ－25＋Ｂ 

  300％≦Vo＜400％ Ｖ＝2.4Ａ－18＋Ｂ 

  150％≦Vo＜300％ Ｖ＝1.6Ａ－12＋Ｂ 

100％≦Vo＜150％ Ｖ＝1.6Ａ－12＋Ｂ 

          Vo＜100％ Ｖ＝Vo ×(1.6Ａ－12)/100＋Ｂ 

 Ａ：有効公開空地面積率Ａ≧20％  Ｂ：第５編特定施設設置によ

る加算容積率   
 

その他の緩和については、第３編、第４編、第５編の基準を適用す

る。 

第４章 既成市街地における共同建替等建築物                       

         

既成市街地における共同建替等を行う計画で、１の適用対象及び２の

必要要件を満たし、かつ市長が特に既成市街地の活性化を促進し、市街地

の環境の整備改善に寄与すると認めたものに限り、３の緩和基準により

容積率を割増すことができる。 

１ 及び ２ 省略 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

有効公開空地面積率が 20％以上（都市計画容積率が 400％以上の区域に

あっては 10％以上）確保された計画について、第 30 表により緩和する。 

なお、都市計画容積率が 400％以上の区域にあって、誘導用途に供する

部分については、50％を上限とし、第 30 表によらず緩和することができ

る。 

 

第30表 割増容積率と有効公開空地面積率 

基準容積率（Vo） 割増容積率（V） 割増容積率の上限

６００％≦Vo Ｖ＝３．７５Ａ－２５ ２３０％ 

４００％≦Vo＜６００％ Ｖ＝３．７５Ａ－２５ ２００％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝3.75Ａ－25＋Ｂ 

  300％≦Vo＜400％ Ｖ＝2.4Ａ－18＋Ｂ 

  150％≦Vo＜300％ Ｖ＝1.6Ａ－12＋Ｂ 

100％≦Vo＜150％ Ｖ＝1.6Ａ－12＋Ｂ 

          Vo＜100％ Ｖ＝Vo ×(1.6Ａ－12)/100＋Ｂ 

 Ａ：有効公開空地面積率Ａ≧20％  Ｂ：第５編特定施設設置によ

る加算容積率   
 

その他の緩和については、第３編、第４編、第５編の基準を適用す

る。 

第４章 既成市街地における共同建替等建築物                       

         

既成市街地における共同建替等を行う計画で、１の適用対象及び２の

必要要件を満たし、かつ市長が特に既成市街地の活性化を促進し、市街地

の環境の整備改善に寄与すると認めたものに限り、３の緩和基準により

容積率を割増すことができる。 

１ 及び ２ 省略 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

有効公開空地面積率が 20％以上（都市計画容積率が 400％以上の区域に

あっては 10％以上）確保された計画について、第 30 表により緩和する。 

なお、都市計画容積率が 400％以上の区域にあって、誘導用途に供する

部分については、50％を上限とし、第 30 表によらず緩和することができ

る。 

 

第32表 割増容積率と有効公開空地面積率 

基準容積率（Vo） 割増容積率（V） 割増容積率の上限

６００％≦Vo Ｖ＝３．７５Ａ－２５ ２３０％ 

４００％≦Vo＜６００％ Ｖ＝３．７５Ａ－２５ ２００％ 



３００％≦Vo＜４００％ Ｖ＝２．４Ａ－１８ １５０％ 

Vo＜３００％ Ｖ＝１．６Ａ－１２ １００％ 

   Ａ：有効公開空地面積率（％） 

以下省略 

３００％≦Vo＜４００％ Ｖ＝２．４Ａ－１８ １５０％ 

Vo＜３００％ Ｖ＝１．６Ａ－１２ １００％ 

   Ａ：有効公開空地面積率（％） 

以下省略 

第７編 維持・管理等                                                        

第１章 公開空地等の維持・管理 

１ 建築主は、第２編第１章１に則り、公開空地を一般に開放し、維持・

管理を適切に行うものとする。また、その旨の誓約書を様式１により、

許可申請時に市長宛に提出するものとする。 

２ 第４編第３章及び第５編による許可を受けた建築主は、当該施設等

を適正に維持・管理するものとし、その旨の誓約書を様式２により、許

可申請時に市長宛に提出するものとする。 

３ 建築主は、建築物使用開始時に公開空地等の管理責任者を定め、様式

３により市長宛に報告するものとする。また、管理責任者が変更になっ

た場合も、様式３により速やかに報告するものとする。 

 

４ 管理責任者は、公開空地計画図書等を保管するものとする。 

５ 市長は、管理責任者に対して、様式４により公開空地等の維持・管理

状況について報告を求めることができる。 

第２章 公開空地等の表示 

１ 建築主は、公開空地内の適切な場所、又は、建築物の見やすい箇所に

当該公開空地等が、横浜市市街地環境設計制度に基づいて設けられた

ものである旨を、様式５により表示するものとする。 

２ 第４編第１章の横浜都心機能誘導地区における建築物の許可を受け

た建築主は、誘導用途に供する部分の出入口等見やすい位置に、当該建

築物が誘導用途の導入を条件に許可された旨を、様式６により表示す

るものとする。 

３ 第５編による許可を受けた建築主は、その施設の見やすい位置に様

式７により表示するものとする。 

 

４ 表示板の材質は、ステンレス等の耐候・耐久性に富み、堅固に固定さ

第１章 公開空地等の維持・管理 

１ 建築物の所有者、管理者または占有者は、本制度に基づき設置された

公開空地を一般に開放し、維持・管理を適正に行うものとする。 

 

２ 第４編第３章及び第５編による許可を受けた建築物の所有者、管理

者又は占有者は、当該施設等を維持・管理を適正に行うものとする。 

 

３ 建築主又は建築物の所有者、管理者または占有者は、建築物使用開始

時に公開空地等の管理責任者を定め、書面により市長宛に報告するも

のとする。また、管理責任者が変更になった場合も、書面により速やか

に報告するものとする。 

４ 管理責任者は、公開空地計画図書等を保管するものとする。 

５ 市長は、管理責任者に対して、書面により公開空地等の維持・管理状

況について報告を求めることができる。 

 

第２章 公開空地等の表示 

１ 建築主は、公開空地内の適切な場所、又は、建築物の見やすい箇所に

当該公開空地等が、横浜市市街地環境設計制度に基づいて設けられた

ものである旨を表示するものとする。 

２ 第４編第１章の横浜都心機能誘導地区における建築物の許可を受け

た建築主は、誘導用途に供する部分の出入口等見やすい位置に、当該建

築物が誘導用途の導入を条件に許可された旨を表示するものとする。 

３ 第５編による許可を受けた建築主は、その施設の見やすい位置に、当

該施設が横浜市市街地環境設計制度に基づく建築物の許可条件として

設置している旨を表示するものとする。 

４ 表示板の材質は、ステンレス等の耐候・耐久性に富み、堅固に固定さ



れたものとする。なお、表示板が破損、また、表示内容が見にくくなっ

た場合は速やかに修復するものとする。 

５ 様式５、様式６、様式７の表示板は、兼ねることができる。 

 

第３章 許可を受けた建築物であることの明示 

省略 

 

第４章 屋外広告物の取扱い 

許可を受けた建築物及びその敷地内において屋外広告物を掲出又は設

置しようとする場合は、屋外広告物法、その他関係法令及びそれらに基づ

く条例によるほか次によるものとし、様式８（正副各一部）による屋外広

告物承認申請書を提出し、市長の承認を得なければならない。 

１ 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は建築物の名称表示であるこ

と。 

２ 原則として公開空地内に設置しないこと。ただし、公開空地の機能や

歩行者の通行等を阻害せず、やむを得ないと認められる場合はこの限

りでない。 

３ 位置、形状、色彩、意匠その他表示の方法が、美観及び風致を害する

恐れのないものであり、周辺のまちなみに配慮し、質の高い景観形成に

貢献するものであること。 

４ 屋外広告物は、適切に維持管理すること。 

 

第５章 公開空地の一時使用 

１ 省略 

 

２ 一時使用しようとするものは、様式９（正副各一部）により、公開空

地一時使用承認申請書を市長に提出し、市長の承認を得なければなら

ない。 

３ 申請者は、一時使用期間中、使用内容、使用範囲及び使用期間を示し

たものを公開空地表示板に近接した位置に掲示するものとする。 

 

れたものとする。なお、表示板が破損、また、表示内容が見にくくなっ

た場合は速やかに修復するものとする。 

５ 第１項から第３項に示す表示は、兼ねることができる。 

 

第３章 許可を受けた建築物であることの明示 

省略 

 

第４章 屋外広告物の取扱い 

許可を受けた建築物及びその敷地内において屋外広告物を掲出又は設

置しようとする場合は、屋外広告物法、その他関係法令及びそれらに基づ

く条例によるほか次によるものとし、屋外広告物承認申請書２部（正副各

１部）を提出し、市長の承認を得なければならない。 

１ 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は建築物の名称表示であるこ

と。 

２ 原則として公開空地内に設置しないこと。ただし、公開空地の機能や

歩行者の通行等を阻害せず、やむを得ないと認められる場合はこの限

りでない。 

３ 位置、形状、色彩、意匠その他表示の方法が、美観及び風致を害する

恐れのないものであり、周辺のまちなみに配慮し、質の高い景観形成に

貢献するものであること。 

４ 屋外広告物は、適切に維持管理すること。 

 

第５章 公開空地の一時使用 

１ 省略 

 

２ 一時使用しようとするものは、書面により市長にその旨を届け出て、

前項で定めた基準に適合していることの確認を受けなければならな

い。 

３ 申請者は、一時使用期間中、使用内容、使用範囲及び使用期間を示し

たものを公開空地表示板に近接した位置に掲示するものとする。 

 



第６章 公開空地の形態の変更 

１ 公開空地の形態は、原則として変更してはならない。ただし、周辺の

市街地の状況の変化、又は建築物の利用状況の変化等により、その変更

がやむを得ないと認められる場合で、かつ、あらかじめ市長の承認を受

けた場合はこの限りでない。 

２ 公開空地の形態の変更をしようとするものは、様式10（正副各一部）

により、公開空地変更承認申請書を提出し、市長の承認を得なければな

らない。（※１） 

３ 管理責任者は、公開空地の形態を変更した際は、様式４により整備状

況を市長宛に報告するものとする。 

 

第７章 第４編第３章及び第５編第７章の適用を受けた生活支援施設等

の用途の変更等 

１ 省略 

２ 生活支援施設等の用途の変更をしようとするものは様式11（正副各

一部）により生活支援施設等変更承認申請書を提出し、市長の承認を得

なければならない。（※１） 

３ 維持管理、運営方法等については提示された内容をもとに将来にわ

たり適切に管理を行わなければならない。ただし、あらかじめ様式11

（正副各一部）により生活支援施設等変更承認申請書を提出し、市長の

承認を受けた場合は維持管理、運営方法等の内容を変更することが出

来る。 

第８章 維持・管理義務の承継 

建築主が横浜市市街地環境設計制度により許可を受けた建築物につい

て、譲渡又は貸与等を行う場合は、当該公開空地の維持・管理に関する

第1章から第6章までの事項を承継するものとする。 

第７編第６章運用基準 

(※１) 建築物の変更等がある場合は、様式を「横浜市建築基準法施行細則第 15条による許可・認定

に関する計画変更承認申請書」   に代えることができるものとする。 

第６章 公開空地の形態の変更 

１ 公開空地の形態は、原則として変更してはならない。ただし、周辺の

市街地の状況の変化、又は建築物の利用状況の変化等により、その変更

がやむを得ないと認められる場合で、かつ、あらかじめ市長の承認を受

けた場合はこの限りでない。 

２ 公開空地の形態の変更をしようとするものは、公開空地変更承認申

請書２部（正副各１部）を提出し、市長の承認を得なければならない。

（※１） 

３ 管理責任者は、公開空地の形態を変更した際は、書面により整備状況

を市長宛に報告するものとする。 

 

第７章 第４編第３章及び第５編第７章の適用を受けた生活支援施設等

の用途の変更等 

１ 省略 

２ 生活支援施設等の用途の変更をしようとするものは、生活支援施設

等変更承認申請書２部（正副各１部）を提出し、市長の承認を得なけれ

ばならない。（※１） 

 

３ 維持管理、運営方法等については提示された内容をもとに将来にわ

たり適切に管理を行わなければならない。ただし、あらかじめ生活支援

施設等変更承認申請書２部（正副各１部）を提出し、市長の承認を受け

た場合は維持管理、運営方法等の内容を変更することが出来る。  

第８章 維持・管理義務の承継 

 建築主又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者は、本制度に基づく

許可を受けた建築物又はその敷地の譲渡、貸与等を行う場合は、本制度

に基づき設置された公開空地を一般に開放し、維持・管理を適正に行う

第７編第６章運用基準 

(※１) 建築物の変更等がある場合は、   「横浜市建築基準法施行細則第 15条による許可・認定

に関する計画変更承認申請書」の提出に代えることができるものとする。 



こと等、第1章から第6章までの事項を承継しなければならない。 

第８編 許可手続き                                                         

１ 手続きの流れ 

  事前相談から許可までの手続、協議等は、別表の許可手続きの流れに

従い行うこと。 

１ 手続きの流れ 

  事前相談から許可までの手続、協議等は、以下の流れに従い行うこ

と。 

建築計画の検討 

↓ 

事前相談 

↓ 

許認可準備会議 

↓ ↑ 

指摘事項等調整 

↓ 

建築幹事会（事前相談） 

↓ 

建築計画の協議・調整 

↓ 

建築幹事会 

↓ 

関係法令等の諸手続き／近隣説明 

↓ 

最終調整 

↓ 

許可申請 

↓ 

建築審査会 

↓ 

許可通知 
 



附  則                                                                                              

 省略 

改正 この制度は、令和 ３年 ４月１日から実施する。 

 

ｓ 省略 

改正 この制度は、令和 ３年 ４月１日から実施する。 

改正 この制度は、令和 ４年 〇月〇日から実施する。 

－ 別表 － ＜許可手続きの主な流れ＞ 

以下省略 

削除 

様式１ から 様式 11 まで 削除 

参考１ 及び 参考２ 削除 

 


